
■登録内容
・社会教育課が企画する講座などの講師として登録
　市では、生涯学習講座として15歳以上（中学生を除く）
が対象の「ステップアップ講座」と65歳以上が対象の「いき
いきカレッジ菊川」を開催しています。これらの講座の他、社
会教育課の事業の講師などをお願いする場
合があります。過去に開催した講座内容の詳
細は、市ホームページ（右記）をご覧ください。

・市の生涯学習の人材バンクに登録
　市では、「教えたい人」と「学びたい人」をつなぐため、
「学びを提供できる個人や団体」の情報を人材バンクとして
市のホームページに掲載しています。人材バンクに登録し
た人には、市民から要望があった時に学習ボラ
ンティアとして学びを提供してもらいます。現在
登録済みの情報は市ホームページ（右記）を
ご覧ください。

■登録条件
　次の①～③のすべてを満たすこと
①芸術、芸能、手芸、語学、歴史、防災、環境、技術、運動
　などの知識や技能、経験を生かして自ら指導できる人
②市内在住・在勤、または近隣市在住の学生を除く満20
　歳以上の人
③暴力団関係者でなく、政治・宗教・営利的な活動を目的
　としていない人

■登録申し込み方法
　社会教育課の窓口で配布している「講師登録申込書」
および「企画書」に必要事項を記入し、社会教育課へ提出
してください。また、申込書受理後に簡単な面談を行います。
※既に講師登録している人は、申込不要です。
 受付時間  平日 午前８時15分～午後５時
 申込期限  12月８日（金） 午後５時※必着

令和６年度の受け付けを開始します
市内小中学校施設使用団体登録
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社会教育課スポーツ振興係（中央公民館内☎73-1118）問い合わせ

市内小中学校体育施設（体育館、グラウンド夜間照明施設）を令和６年４月
１日から使用する団体に対して、使用団体登録申請の受け付けを行います。

 申請期間  12月11日（月）～令和６年１月12日（金）
　期間内に申請した団体は、令和６年３月１日（金）に行
われる「令和６年４月分小・中学校体育館抽選」に参加
できるよう、登録許可証を送付します。この抽選に参加する
には、期限までの登録が必要です。
　期限後は、随時受付および登録事務を行いますが、事
務手続上令和６年４月分小・中学校体育館抽選会に間
に合わない場合がありますので、ご了承ください。

 受付時間  平日 午前８時15分～午後５時
　　　　 ※水曜開庁日のみ、午後７時まで受付

 申請方法  電子申請（右記）または、申請書に
必要事項を記入し、社会教育課へ提出
※今年度登録済の団体も更新手続きが必要です。
※令和６年度登録団体には、責任者宛てに通知します。
※次の①～③に該当の団体は登録する必要はありません。
　①自治会のスポーツ委員が引率した自治会内のスポーツ団体
　②体育協会(スポ少含む）、シニアクラブ
　③その他教育委員会が社会教育活動を行う団体として認め
　　た場合

申請書は、社会教育課窓口または市ホームページ
(右記）からも取得できます。　
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あなたの知識や技能を活用してみませんか
市民向け講座の講師を募集します
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社会教育課社会教育係（中央公民館内☎73-1114）問い合わせ

市では、生涯学習の推進と発展のため「ステップアップ講座」などの講座講師
や、市民の生涯学習活動に協力いただく人材バンク（ボランティア講師）の登
録を行っています。あなたの知識や技能を活かし、市民の皆さんの「学びのき
っかけづくり」を講師としてサポートしてみませんか。

※上記どちらかだけの登録も可能です。
※登録後、必ずしも依頼がくるわけではありません。


